








専予 

 

 

１．専修・各種学校奨学生申請書（同封の用紙） 

・「専修・各種学校奨学生申請書の記入見本（表）（裏）」を参考にして、黒インクの消せないボールペ

ンではっきりと記入してください。鉛筆書き、ゴム印不可。 

・署名欄は必ずそれぞれ該当の方本人が署名してください。 

２．専修・各種学校奨学生推薦書（同封の用紙） 

・在学または卒業した高等学校・高等専門学校で推薦を受けてください。 

発行に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって学校に記入を依頼してください。 

・高校卒業程度認定試験合格者は、推薦書の代わりに合格証明書のコピーを送ってください。 

３．所得証明書（原本のみ・源泉徴収票は不可） ※生活保護を受けている家庭を除く 

・保護者（父と母２人と同一生計の場合は両方）の所得証明書を市区町村役場でとってください。 

・保護者の収入がない場合は、「所得額 0円」と記載ある所得証明書をとってください。 

・所得証明書の発行は、市区町村役場の市区町村民税をあつかう課などで受けられます。 

・申請する時に市区町村役場で発行される最新のものをとってください。 

・所得額が記載されている場合は、課税（非課税）証明書でもかまいません。 

・勤務先からもらう証明書ではありません。 

４．生活保護に関する証明書（２点） ※生活保護を受けている家庭のみ 

４－１．生活保護受給証明書（原本のみ。医療券のコピーは不可） 

・生活保護受給証明書の発行は、市区町村役場または福祉事務所で受けられます。 

４－２．支給額がわかる書類（コピー可） 

 ・生活保護費支払通知書や、生活保護変更決定通知書など、直近の支給額がわかるもの。 

5．戸籍
こ せ き

謄本
とうほん

（原本・3ヶ月以内に発行のもの） あしなが高校奨学生は不要 

※戸籍抄本や戸籍の附票ではありません 

・保護者が亡くなられている場合は、死亡年月日が記載してあるかご確認ください。 

・戸籍謄本は、市区町村役場の窓口でとってください（郵送でも発行手続が可能です）。 

・申請者や同一生計の家族が外国籍の場合は、戸籍謄本の代わりに住民票をとってください。 

・保護者が障がい認定を受けている場合も、家族全員記載の戸籍謄本を提出してください。 

※戸籍謄本は保護者の死亡や申請者との親子関係を確認するうえで必要な書類ですので、 

提出にご理解ください。 

６．保護者の障がいに関する証明書 ※保護者が障がい認定を受けている場合のみ 

 ※必ず有効期限内のものを提出してください。期限が切れている場合は受け付けられません。  

①次の場合は、都道府県知事等発行の障害者手帳または保健福祉手帳のコピー 

・身体障害者福祉法による第１～５級の障害認定を受けている場合 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による第１～３級の障害認定を受けている場合 

②次の場合は、障害等級が明記してある年金裁定通知書または障害年金証書のコピー 

・国民年金法による障害基礎年金を受けている場合 

・厚生年金保険法による障害厚生基礎年金を受けている場合 

・労働者災害補償保険法等による第１～５級の障害補償年金を受けている場合 

①と②両方にあてはまる場合は、等級が上の方（同じ場合は障害者手帳）のコピー 

 

＜一度提出された書類はどのような理由があっても返却できません＞ 

奨学生申請に必要な書類 

 



 
     Q ＆ A（よくあるご質問） 

 

Q 年齢の制限はありますか。  

A. ２０００年（平成１２年）4月 2日以降に生まれた方が対象となります。 

 

Q 他の奨学金と一緒に利用できますか。 

 A．あしなが育英会は、他の奨学金との併用 が可能です。 

併用したい制度にも、あしなが育英会との併用が可能か確認してください。 

 

Q 連帯保証人は必要ですか。また、連帯保証人は親以外の親戚でないといけませんか。 

 A．連帯保証人は一人必要で、父もしくは母でかまいません。年齢や職業の有無の条件はありません（未成年 

は除く）。奨学生採用のお知らせ（2026 年 6月上旬）に同封する奨学金返還誓約書にご記入ください。 

 

Q 所得証明書や戸籍謄本はコンビニエンスストアで取得したものでもいいですか。 

 A．はい。問題ありません。所得証明書（もしくは課税証明書）の場合、所得金額が記載されているかご確認 

ください。戸籍謄本については、戸籍抄本や戸籍の附票の写しと間違わないようご注意ください。 

 

Q 両親が離婚したあと、親権を持っていない方の親が亡くなりました。奨学金は申請できますか。 

 A．離婚後も養育費を受け取っていたり、連絡を取り合ったりなど、親子の関係が続いていた場合は、申請できます。 

申請書の家庭状況を記入する欄などに、どのように親子関係が続いていたかを記入してください。 

（例：養育費の援助が数回あった。年に何回か面会していた。など） 

なお、親権を持っていない親が障がい認定を受けている場合も同様です。 

 

Q 一つの学校、一つの家庭から何人申請できますか。  

A．いずれも何人でも申請できます。 

きょうだいで同時に申請する場合、戸籍謄本と所得証明書と障がいに関する証明書は、一通でけっこうです。 

 

Q 専修・各種学校進学か大学進学か決まっていません。どちらに申請すればよいですか。  

A． 専修・各種学校奨学金と大学奨学金は同時に申請できません。申請する時点で、第一希望の方に申請 

してください。申請後に進路変更となった場合は、 不要となった方の奨学金申請を辞退し、入学後に在学生 

募集に申請してください（大学奨学生在学募集 2026年 4月 1 日～5月 20 日予定）。  

 

Q 対象にならない専修・各種学校を教えてください。 

A. 修業年限 1年未満の学校や、無認可校、職業能力開発施設は対象になりません。 

 

ここに記載のないご質問がございましたら、電話やメールなどでお問い合わせください 

専各予約生用 


